
２．労働福祉事業について 

 

 

 

 

 

 

（見解） 

１ 特別支給金については、 

○ 休業（補償）給付の場合は、休業特別支給金（給付基礎日額の２０％の上乗せ） 

○ 障害（補償）給付の場合は、一時金の障害特別支給金 

○ 遺族（補償）給付の場合は、一時金の遺族特別支給金 

などが支払われるとともに、賞与等の特別給与を算定の基礎とするものとして、 

○ 障害（補償）給付が年金の場合は障害特別年金、一時金の場合は障害特別一時

金 

○ 遺族（補償）給付が年金の場合は遺族特別年金、一時金の場合は遺族特別一時

金 

などが支払われている。 

 

２ これらはいずれも、実質的には保険給付とあいまってこれを補う所得的効果をも

つものであるが、被災労働者等の援護を図るため、公労使三者の合意により、保険

給付により満たされている労働基準法上の補償の水準やＩＬＯ勧告の補償の水準

以上に支給を行っているものであるため、労働福祉事業として行っているものであ

る。 

（１）労働福祉事業で行われている特別支給金は、事実上の業務災害給付への一律的

な上乗せと考えられるが、わざわざ別勘定で行なわれている理由をお示しいただきた

い。 

 





 

 

 

 

（見解） 

１ 労災保険は、被災労働者に必要な保険給付を行うことと併せ、被災労働者の社会

復帰の促進を図ることをその目的としている。 

 

２ 労災保険制度においては、療養上必要とされるコルセット及び固定装具等の治療

用材料等については、療養（補償）給付の対象としているが、これ以外の義肢等補

装具については、治療の遂行上必要とされるものではないことから療養（補償）給

付の対象としていないところである。 

ちなみに、健康保険においても同様の考え方をとっている。 

 

３ 一方、義肢等は、被災労働者が失った機能の復元等を図るものであり被災労働者

の社会復帰促進に必要欠くべからざるものであることから、労働福祉事業において

義肢等補装具の支給を行っているところである。 

（２）義肢・義眼等の費用を労働福祉事業で行うことの合理的な理由についてお示し

いただきたい。（業務災害給付等でない理由も含めお示しいただきたい） 


